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福祉保健部生活福祉課 

 

生活困窮者等への物価高騰対策について 

 

１．事業概要 

生活困窮者への支援を行っている支援機関を通じて、物価高騰の影響を受けて生活に

困窮する市民へ「食等の支援」、「総合相談支援」、「情報提供」を行う。 

 

２．委託事業者 

（１） 立川市社会福祉協議会 

（２） 認定特定非営利活動法人 育て上げネット 

 

３．契約期間 

令和５年７月から令和６年３月（令和５年８月から配布開始） 

 

４．支援内容 

以下の項目を実施することで、生活困窮者の生活を支援する。 

（１） 各支援窓口および関係機関・団体を通じた食料品および生活用品の配布 

（２） 食料品等の配布を通じた生活相談支援 

（３） 食料品等配布の場における各種支援制度および関係機関、専門窓口等の紹介 

 

５．予算額（委託料）  合計：44,247,540円 

（１）立川市社会福祉協議会 23,760,000円 

（２）育て上げネット  20,487,540円 

 

６．支援実績（令和６年１月末現在） 

（１）配布数 

 個人利用 団体利用 

社会福祉協議会   866 601 

育て上げネット 1,806   0 

合計 2,672 601 

 

（２）配布物品 

①食料品 

・米、食塩、醤油、食用油、切り餅、野菜ジュース、飲料水、菓子類、缶詰、 

インスタント麺、レトルト食品、パスタ、パスタソース、ふりかけ、乾麺、 

粉ミルク等 

②生活用品 

・ティッシュペーパー、トイレットペーパー、ボディソープ、マスク、除菌剤、 

洗濯石鹸、柔軟剤、ラップ、アルミホイル、生理用品、紙おむつ等 

  


